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第１章 計画の概要 

第１節 計画策定の趣旨 

１ 計画策定の背景 

 

  近年、わが国においては、少子高齢化や核家族化の進行、多様化・複雑化す

る社会情勢等による著しい変化に加え、障害のある人の増加や障害程度の重

度化・重複化の傾向が見られています。更に、近年、発達障害（＊Ｐ110 参

照）や高次脳機能障害（＊Ｐ104 参照）等が、新たな障害として位置づけら

れるようになり、障害の種類も複雑かつ広範にわたっています。 

また、家族関係や地域社会が大きく変化し、市民の価値観や生活様式が多様

化する中で、障害のある人の意識も変化しており、誰もが地域で自立した生活

を送ることができるよう支援することが、これまで以上に重要となってきてい

ます。 

 

障がい者に関する法律や制度は、近年大きな変化を遂げています。2003（平

成 15）年度には、障害福祉サービスについて、障害のある人自身がサービス

を選択する支援費制度に移行しました。これにより一人ひとりのニーズにあっ

たサービスを提供できるようになりました。 

また、2006（平成 18）年度には、身体、知的、精神という障害の種類ご

とに分かれていたサービスの仕組みを一元化し、身近な市町村の役割が重視さ

れた「障害者自立支援法」が施行されました。 

更に、2011（平成 23）年度には「障害者基本法」の改正、2013（平成

25）年度には「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（以下、『障害者総合支援法（＊Ｐ106 参照）』と

いう。）とするとともに、障がい者の定義に難病（＊Ｐ109 参照）等を追加し、

2014（平成 26）年 4 月 1 日から重度訪問介護の対象者の拡大やケアホー

ム（＊Ｐ103 参照）のグループホーム（＊Ｐ103 参照）への一元化等を行う

こととしました。 

2011（平成 23）年から 2013（平成 25）年までの間に、「障害者の雇用

の促進に関する法律（以下、障害者雇用促進法）」が改正、「障害者虐待の防止、

障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以下、障害者虐待防止法）」、「障

害者優先調達推進法」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以

下、障害者差別解消法）」が制定され、障害者の権利や尊厳の保護等が一層図

られることとなりました。その間の国際社会に目を向けると、2006（平成 18）
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年 12 月に国連において、「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」が

採択され、障害に基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定を含む。）の禁止、

障害者の自立した生活と地域社会への包容等がうたわれました。条約は

2008（平成 20）年５月に発効されましたが、我が国においては、前述した

国内の法整備を進めた上で、2014（平成 26）年１月 20 日に批准しました。 

また、国においては、障がい者・高齢者・幼児・生活困窮や子育て等、全て

の課題を他人のことではなく「我が事」として捉えるだけでなく、地域の課題

を「丸ごと」取り組んでいけるような「地域共生社会」実現のために各種施策

を推進していくという方向性を示されました。 

 

このように、障害者をめぐる環境が大きく変化する中、障害者が自らの意思

により地域で自立した生活を送れる社会をつくるために、市町村が担う役割は

これまでにも増して重要なものとなってきています。 

本市では、2006（平成 18）年度に 2007（平成 19）年度を初年度とす

る 10 ヵ年計画「霧島市障がい者計画」と「障害福祉計画」を策定し、計画を

推進してきました。 

本計画は、「第２次霧島市障がい者計画」（2018（平成 30）年度～2026

年度）、「第５期障害福祉計画」及び、新たに「第１期障がい児福祉計画」を策

定し、全ての計画を一体的に整理することで、障がい者福祉施策を総合的、計

画的かつ効率的に推進するための基本計画・実施計画とします。 
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第２節 計画の概要 

１ 法的位置づけ 

 

(1) 障がい者計画 
「障がい者計画」は、障害者基本法第11条第3項に基づく障害のある人のた

めの施策に関する基本的な計画です。保健、医療、福祉、雇用、教育、就労及び

啓発・広報に関する基本的な事項を定める中長期の計画になります。 

なお、障がい者計画は、保健・福祉や教育、居住環境等障害のある人に関する

あらゆる分野を網羅した障がい者福祉に関する総合的な計画として、国や県の

指針、他の保健福祉計画とも整合性を図りつつ策定します。 

 

(2) 障害福祉計画及び障がい児福祉計画 
「障害福祉計画」は、障害者総合支援法第88条に基づく障害福祉サービス等

の提供体制の確保に関する計画です。障害福祉サービス等の必要量の見込み、障

害福祉サービス等の整備、人材の養成等について定めます。 

なお、障害福祉計画は、障がい者計画及び障がい児福祉計画と整合性を図りつ

つ、障害福祉サービスや相談支援の種類ごとに必要量を見込み、地域生活支援事

業の種類ごとの実施に関すること、また、それらの提供体制の確保に関して計画

します。 

また、「障がい児福祉計画」は、児童福祉法第33条の20に基づく児童福祉法

上のサービス等の提供体制の確保に関する計画です。児童福祉法上のサービス

等の必要量の見込み、児童福祉法上のサービス等の整備、人材の養成等について

定めます。 

 

(3) 計画の対象者 

この計画の対象となる「障がい者」とは、次に掲げる方とします。 

・障害者総合支援法に規定された、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障がい

者（＊Ｐ107 参照） 

・知的障害者福祉法にいう知的障がい者（＊Ｐ108 参照）のうち 18 歳以上である者 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障がい者（＊Ｐ

107 参照）（発達障害者支援法第２条第２項に規定する発達障がい者を含み、知的

障害者福祉法にいう知的障がい者を除く。）のうち 18 歳以上である者 

・治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものに

よる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度の者であって 18 歳以上である者 

・児童福祉法第４条第２項に規定する障がい児 
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(4) 障害福祉計画に記載すべき事項 

第５期障害福祉計画では、計画に記載すべき事項として、計画の実施により

達成すべき基本的な目標（成果目標）と目標達成に向けて定期的な状況確認を

行うべき指標（活動指標）があり、数値目標及び必要なサービス量・確保のた

めの方策を定める必要があります。 

 

・成果目標と活動指標 

【成果目標】 

① 福祉施設から地域生活への移行促進 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③ 地域生活支援拠点（＊Ｐ108 参照）等の整備 

④ 福祉施設から一般就労への移行促進 
 

【活動目標】 

① 訪問系サービス 

② 日中活動系サービス 

③ 施設系サービス 

④ 相談支援 

⑤ 地域生活支援事業 
 

・サービスの必要な量の見込みとその見込量を確保するための方策 

2018（平成 30）年度から 2020 年度までの各年度における指定障害福祉

サービス及び指定相談支援等の種類ごとのサービスの提供や利用の見込量と

その見込量を確保するための方策を定めます。 
 

・地域生活支援事業等の実施に関する事項  

2018（平成 30）年度から 2020 年度までの各年度における地域生活支援

事業等の種類ごとの見込量とその見込量を確保するための方策を定めます。ま

た、児童福祉法における障がい児への相談支援及び通所サービス等についても、

同様に見込量等を定めます。 
 

・推進体制（ＰＤＣＡサイクルの導入）、評価・検証 

成果目標及び活動指標については、ＰＤＣＡサイクルのプロセスに基づき、

少なくとも１年に１回、その実績を把握し、障がい者施策や関連施策の動向も

踏まえながら、障害福祉計画の中間評価として分析・評価を行い、必要がある

と認めるときは計画の変更や見直しを行います。 
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(5) 障がい児福祉計画に記載すべき事項 

第１期障がい児福祉計画では、計画に記載すべき事項として、計画の実施に

より達成すべき基本的な目標（成果目標）と目標達成に向けて定期的な状況確

認を行うべき指標（活動指標）があり、数値目標及び必要なサービス量・確保

のための方策を定める必要があります。 

 

・成果目標と活動指標 

【成果目標】 

① 児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 

② 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等

デイサービス事業所の確保 

③ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

 

【活動目標】 

① 児童福祉法上のサービス（障がい児への支援） 

 

 

  



6 
 

２．計画の位置づけ 

 

第２次霧島市障がい者計画は、国の法令及び県の関連計画を踏まえ、本市の

障害者の総合的な対策を推進するための行政運営並びに障害者対策に関わる

団体などの取組の指針となる計画として位置づけられます。 

第５期霧島市障害福祉計画及び第１期障がい児福祉計画は、第２次霧島市障

がい者計画を上位計画とし、障害者総合支援法に基づく障害者の生活支援のた

めの障害福祉サービスの実施計画として位置づけられます。 

地方自治法に基づく第二次霧島市総合計画は、市町村行政運営の基本指針を

定める計画であり、本計画の上位計画として位置づけられます。 

また、関連計画として、「高齢者福祉計画」、「介護保険事業計画」、「健康き

りしま 21（第３次）」などがあり、それらとの調和を図るとともに、市の関連

部門との調整を図ります。 

 

 

＜図表 計画の位置づけ＞ 
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国（根拠法） 

障害者基本法 

障害者総合支援法 

鹿児島県（関連計画） 

鹿児島県障害者計画 

鹿児島県障害福祉計画 
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３ 計画の期間 

 

「障がい者計画」は、2018（平成 30）年度から 2026 年度までの９年間

を計画期間とします。 

「障害福祉計画」は、障害者総合支援法において、3 ヵ年を 1 期として作成

することとされています。第５期計画は 2018（平成 30）年度から 2020 年

度までの 3 年間とします。同様に、「障がい児福祉計画」は、児童福祉法にお

いて、３ヵ年を１期として作成することとされていることから、第１期計画は

2018（平成 30）年度から 2020 年度までの 3 年間とします。 

 

図表 1-1 計画の期間 
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４ 計画の策定体制 

 

(1) 福祉に関するアンケートの実施 
 

本計画の策定にあたり、障がい者の生活実態や障害福祉サービスの利用意向、

行政に対する要望を把握するために、障がい者に対するアンケートを実施しま

した。 

 

●アンケートの実施概要 

調査対象者 霧島市に在住する障がい者の中から無作為で抽出 

有効回収率 47.2％（回収合計数：944 件／配布合計数：2,000 件） 

調査方法 調査対象者に調査票を郵送し、郵送にて回収 

調査時期 平成 30 年 1 月 

 
 

(2) 本計画の策定体制 
 

本市における計画策定体制は次頁の図に示すとおりです。霧島市障がい者計

画及び障害福祉計画策定検討委員会（以下「委員会」という。）によって各施策

分野の資料等の収集、現状・課題の整理、分析を行い、計画素案を作成しました。 

自立支援協議会は、保健・福祉関係者、学識経験者、各種団体の長等により構

成し、委員会にて策定された計画案について専門的な立場から検討いただきま

した。 
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図表 1-2 計画の策定体制 
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